
 

1 頁 

○
総
務
省
告
示
第
百
八
十
一
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（

昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の

電
気
通
信
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続
を
確
保
す
べ
き
電
気
通
信
設
備
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
。 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

沖
縄
セ
ル
ラ
ー
電
話
株
式
会
社 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社 

Ｗ
ｉ
ｒ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
ｓ 

Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ 

Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ

ｇ
株
式
会
社 

一 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則

」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一

号
の
交
換
設
備
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
ル
ー
タ
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
う
ち

、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら

れ
る
顧
客
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
振
り
分
け
機
能
を

有
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号

ロ
の
交
換
設
備
相
互
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備 

三 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
二
号 



 
 

 

2 頁 

 

の
伝
送
路
設
備 

四 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機 

五 

携
帯
電
話
の
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
に
用
い

ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
制
御
局 

六 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
前
各

号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
（
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

Ｕ
Ｑ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社 

一 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号

ロ
の
交
換
設
備 

二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
二
号

イ
の
伝
送
路
設
備 

三 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
前
各

号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
七
十
二
号
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続



 
 

 

3 頁 

を
確
保
す
べ
き
電
気
通
信
設
備
を
指
定
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 


